
 

 

 

 

                  報道発表資料の配付日時  ８月 １日（火） 15 時 00 分 

 発 表 項 目 

  

（ 行 事 名 ） 

令和５年度第１回「北海道森林審議会」の開催について 

 

 記者レクチャー 

  

 の お 知 ら せ 

(実施日時) 

 

 

  発 表 者  

  発表場所  

 概 要 

道では、次のとおり北海道森林審議会を開催します。 

 

記 

１ 開催日時 令和５年８月８日（火）１４：００～１５：３０ 

２ 開催会場 第二水産ビル４階４S 会議室（札幌市中央区北３条西７丁目） 

３ 会議次第 

（１）議題（予定） 

・今後の林務施策の展開方向について 

（２）報告事項 

４ 出席予定者 

・北海道森林審議会委員（HP 参照） 

・水産林務部長、水産林務部次長、林務局長、 

森林環境局長、森林計画担当局長、 

水産林務部林務関係各課長・担当課長 ほか 

 

 

https://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/sum/kcs/r-g/r-shingikai/r-shingikai.html 

 

 参 考  

北海道森林審議会は、森林法第 68条の規定に基づき、道が知事の諮問機関とし

て設置しており、森林法又は他の法令の規定によりその権限に属された事項を処

理するほか、森林法の施行に関する重要事項について審議するものです。 

 

 報 道 ( 取 材 ) 
 に 当 た っ て 
 の お 願 い 

○ 会場への入室の際には、受付で住所、氏名の記入をお願いします。 

○ 資料等は、会議当日会場にて配布します。 

 他 の ク ラ ブ 

 と の 関 係 

 同 時 配 付 

 同 時 レ ク 

(場所)林政記者クラブ 

 

 

 担 当 

 （ 連 絡 先 ） 

水産林務部総務課林務企画係（担当者：髙松） 

ＴＥＬ ダイヤルイン 011-204-5458 内線 28-154 

公用スマホ 011-585-6101 内線 14763 
 

８／８（火）の行事 

 

【道庁プレスリリース】 

https://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/sum/kcs/r-g/r-shingikai/r-shingikai.html


北海道森林審議会の開催状況等 

「北海道森林審議会」の概要 

◇ 設置根拠 森林法第 68条 

◇ 組織 

(１) 委員人数 15名以内 

(２) 任命 学識・経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命 

(３) 任期 2年 

(４) 部会 政令の規定に基づき部会（林地保全部会）を設置 

◇ 主な所掌事項 森林法又は他の法令の規定で定められた事項や森林づくりの推進に関する 

重要事項の調査審議 

開催状況 

 

本審議会における過去２年間の審議内容は以下のとおりです。 

現委員の任期は令和３年１２月９日から令和５年１２月８日までとなっております。 

 

【審議内容】 

 令和３年７月２６日（オンライン開催） 

・北海道森林づくり基本計画等の見直しについて 

 令和３年１２月１７日（オンライン併用開催） 

・地域森林計画の樹立及び変更について 

 令和４年２月８日（オンライン開催） 

・北海道森林づくり基本計画等の見直しについて 

 令和４年８月９日（オンライン併用開催） 

・今後の林務施策の展開方向について 

 令和４年１２月１９日（対面開催） 

・地域森林計画の樹立及び変更について 

 

 

【森林審議会委員】 

有末 道弘 北海道林業協会 会長 

柿原 久仁佳 北星学園大学 准教授（文学部 心理・応用コミュニケーション学科） 

上  練三 北海道森林管理局 局長 

川﨑 尚子 北海道漁業協同組合女性部連絡協議会 副会長 

神成 武彦 北海道地方森林林業木材産業労働組合連合会 執行委員長 

北川 裕美子 旭川市経済部旭山動物園 嘱託職員 

北村 昌俊 (株)北村林業 代表取締役 

小泉 章夫 北海道大学大学院農学研究院 元教授 

佐藤 多一 津別町長 

中田 博文 中田木材工業（株） 代表取締役 

早川 陽子 (有)早川陽子設計室 主宰 

前田 あやの (株)北海道ポットラック 代表取締役 

松永 秀司 (株)サトウ 代表取締役社長 

吉田 和正 国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林総合研究所北海道支所 支所長 

 
 

 

令和４年１２月１９日 森林審議会 

（対面開催） 

（令和５年７月２７日現在） 


